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い 一内訳は元釆不要だ１する説
内 訳 書に どんな 意 味合 い の単 価 を値 入 れす る の

か，とい う の がこ の考 察 の一 貫 した 主 題 である が，

この 問 い に対 する 解 答 はま だ 見えて こ な い。

た か が単 価 の性 質 の間 題 に 過 ぎない。 しか し，

間接 費 と の トレー ドオフ 関 係， 設 計変 更 等の リ ス

ク 配分 ルー ル の影 響，単 価情 報 の入 手 可能 性 な ど，

悩 ま しく もや もや した 問題 と 深く 関連 して いる。

した が っ て， 現行 制 度 の問 題 点を 指摘 したり 議 論

する こ と は できる と しても， 解の あり か を 示す こ

と は 容 易 で は な い。 こ れ は，
こ の 問 題 に 関 心 を も

た れる 大 方の 人々 の 本 音 では ない だ ろう か。 そ れ

で も， い くつ か の 解の 方向 が 意識 さ れた り 主張 さ

れ るこ と もま た 事 実だ ろう。

今 回は， こう した いく つ か の 解の 方 向を さ ぐっ

て み た い。

よく 闘 く 言説 の ひと つ に，「コス ト内 訳な ど元 来

は 必 要 な い の だ」 と い う の が あ る
。

そ の ニ ュ ア ン

ス は 一様 で はな い であ ろう が， 便宜 上， 内 訳 不要

諭 と でも 呼 ん でお こう。 また， 卜 般 に 取引 相手 に

真 の 原価 を 示せ る もの で はな い」 と い うこ と もよ

く 聞 か れる。 い わ ば 原価 開示 不 可能 論 で あり， 単

価 に つい て も「裸の 仕 入単 価 は 示せ ない」， と いう

考え にも 通 じる。 こ の２ つ， 「内訳 不 要論」 と 「原

価開 示 不可 能 論」 と は密 接 に相 関 運 して いる。 し

か し
，

ま っ た く 同 じ と い う わ け で は な い。

パ ソ コ ン や テ レ ビ や 自 動 車 を 買 う と き
，

あ る い

はそ のた め に 機種 や購 入 先の 比 較検 討 を した りす

る と き， そ の 原価 構成 や 原価 そ のも の を 尋ね る人

はま ず いな い だろう。 会 杜や 大 学 で購 入す る とき

は見 積 書 を提 出 しても ら う が， そ の見 積書 と いう

の は商 晶の 総 金額 と消 費 税 とこ の ２つ の合 計 であ

る。
詳 し い 場 合 で も せ い ぜ い

，
本 体

，
モ ニ タ ー

，

増強 メ モリ， とく に 付加 する 機 器 やソ フ トな どの

大項 目 別の 金 額 に分 れ， こ れに 出 精値 引き や 消費

税 な どが表 示 さ れる 程度 で ある。

こ れは， お およ そ 建築 工 事の 「種目 別 内訳 書」

の レベ ル に相 当 する。 種 目 別内 訳 書 は， 直 接 工 事

費 と共 通 費に ２大 別 して， 直接 工 事 費は 建築， 設

備， 外構 の各 一 式金 額 から なり， 棟 が複 数あ る と

き は棟 ごとの 建 築や 設備 と 共用 設 備 な どのよ う に

分 れる こ とも あ り， とり こ わ し一 式 が加 わる こ と

も ある。 共通 費 の方 は 共通 仮 設費， 現場 経 費， 一

般管理費等の各一式金額が表示される。 以上の合

計 に 対す る消 費 税相 当 額 が示さ れ， こ れを含 む総

合 計 が示 さ れる。単 価と い うも の は一 切 表 れな い。

パ ソコ ン等 の 見積 書 は大 き な ブロ ック 別 の 内訳

に 過 ぎ ず， 内部 構成 要 素 の単 価 はな い し， 製 品原

価 と 一般 管 理費，販 売 費等 の 区別 も ない。複 数セ ッ

トー 括購 入 の場 合 は単 価 Ｘ数 量 の形 も ある が， こ

の単 価 は１ 台や １ セッ ト の価 格 総額 の 意味 で あっ

て， 建築 や 設備 の 棟別 一 式金 額 に相 当 する と みな
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す こ とも でき る。 普 通 は パソ コ ン等 の機 種 選定 や

購 入 検討 に 際 して， 製 造 原価 内 訳 を知 りた い とも

思 わ ない し（不 要）， た と えそ の 情報 を 要求 して も

ま ず 教え て も らえ ない し， 販 売 側に もわ か ら ない

だ ろう （不 可能）。

パ ソコ ンや 自動車 と 建 築 は同 じに 扱 えな い， せ

い ぜ いエ レ ベー タ ーや ク ーラ ー に相 当 する も の で

はな い か， と いう 反論 も あろ う し， 「売 買 の契 約」

と 「請負 の よう な 仕 事の 契約」 と は本 質 的に 違う

と いう 指 摘 も当 然 であ ろ う。 しか し， 価格 （プラ

イ ス） で契 約 する 点 な ど共 通す る とこ ろ もあ る の

で， もう 少 し内訳 不 要論 の 考察 を 続 けた い。

ト ー内訳不要諭の前提条件
内訳 不 要論 は いく つ かの 前 提条 件 を伴 っ て いる

よう に 思わ れ る。「競 争性 が十 分に 実 現 して い れ ば

内 訳透 明 性 は不 要 だ」と い わ れ， また， 「自 由 経済

の 原則 に 基 づい た 価格 決 定の 市場 が機 能 して い れ

ば市場価格を適正な取引価格と して使 える」 （文

一 ）とも 言わ れる。 こ こ で内 訳 透明 性 とい う こと

ばは， 発注 者 側か ら見 て 内 訳 が見 える こ と， ある

い はさ らに 一 歩立 ち 入っ て， 受 注 者 にとっ て の 仕

入原 価 が見 え るこ と， を指 して 使 う。 市 場価 格 が

形成 さ れて い て， そ れ を適 正 な取 引価 格 と して 使

える と き は， そ の内 訳 の透 明 性 は要 らな い， とい

うこ と に なる。 以 上 に 含ま れ て いる 要件 を重 複 を

か ま わ ず
， ひ と ま ず 列 記 し て み る。

① 競 争 性が 十分 に 実現 し てい る こと

② その 競 争 が健 全 であ る こと

③ 競 争の 条 件に 関 する 情 報 が明 示さ れ てい る

こ と

④ 品質内容情報と対応 して市場価格が形成さ

れて いる こ と

競 争入 札の 形 を とって い て も談 合 な どによ っ て

実 質 的な 競 争が 阻害 さ れて い るお そ れ がある よ う

な 場合 は， こ の ①の 条 件を 満た して いる とい え な

い。 そ の 牽 制 の た め に 内 訳 書 を チ ェ ッ ク す る と い

う 考 えも ある。 競 争 が十分 に あっ て も， そ の競 争

が 健 全 と は 言 え な い， た と え ば，
ダ ン ピ ン グ で は

な い かと いう お そ れが ある と きに も， 内 訳調 査 が

必 要 にな る こと が ある。 過当 な競 争， 品質 や労 働

安全 に影 響 した り， 犠 牲 を産 業 の下 部 構造 に しわ

寄せ す る 上 に 立 つ 競 争 は健 全 と 言 え な い で あ ろ

う 。

競 争者 の 側 から み て， 見積 り のた め， 原 価 予測

の た め の 情 報 が 明 示 さ れ て い る こ と も 必 要 で あ

る。 条 件 が変化 した あと の条 件 だっ た ら， ほ かの

競 争考 の 方が 有利 だ った と いう こ とが 起 こり 得る

か ら であ る。 情 報不 完全 性 が大 き い中 で の競 争 が

合 理的 で ない こ とは， 経 済学 が指 摘す る とこ ろ で

も あ る。

受 注 者 に ど の よ う な リ ス ク が あ る か， そ の リ ス

ク は ど の よ う に 処 理 さ れる の か， と い う よ う な

ルー ル が明 瞭に なっ て いる こ とも 必 要 である。 建

築 工 事 では， 設計 変更， 施工 条 件や 支払 い 条件 の

変更，物 価 変動 な どが こう した リ スク に 関係 す る。

③ に は こ う し た こ と ま で 含 ん で い る， と す る
。

上 記 の４ つ がす べ て内 訳書 不 要の た め の独 立 し

た 必要 条件 か とい う と， どう も， そう で はな いよ

う だ。 ①② ③ が 満足 さ れて いれ ば， ④ は なく ても

い い。 つま り 市場 価 格 が成 立 して なく て もよ い。

逆 に， ④ が成 立 して い れ ば①② ③ は言 わ なく て も

よ い よう な もの だ。 そ の意 味 で 条件 に重 複 があ る

よ う だ
。

し か し
，

原 材 料 コ ス ト が 安 く な っ て い る

の に そ れを 使っ てつ く る製 品 の市 場 価格 が 安く な

らな いよ う な状 況 にお い て は， や はり① ② ③ を要

求す るこ と に なる。 あ る い は原 価透 明 性を 間題 に

す る こ と に な っ て く る だ ろ う。 そ れ は， す な わ ち

５３



積算単 価に関す る考察 １７１

① ② ③ の 成 立 に 疑 問 が 生 ま れ て き た と き で も あ

る
。

こ こ でこ の 議論 に とっ て きわ め て重 要 な命 題 が

ある。 連載 ［１コの 図一１で建築 の コス ト に 階層（レ

ベル） が ある こ とを 述べ た が，

総 価 レベ ル， 複 合単 価 （施 工 単価） レベ ル， 要

素 単価 レベ ル， 素材 相 場 レベ ルの 各 レベ ル につ

い て
，

（・） 市場 価格 が形成 さ れて い る レベ ル では， 市

場 価格 を使 える。 つ ま り， 市場 価 格 が形 成さ

れ てい る レベ ル では， その 下の 内 訳透 明 性 は

一 応不 要 であ る。

（ｂ） 市場 価格 が形成 さ れ てい ない， ある い は，

市 場価 格 に疑 間 があ る レベ ル で は， そ の 下 の

レ ベル に根 拠 を求 め る。

と いう こ とが， 一般 性 をも って 言 える よう に 思 わ

れ る 。

この（ａ）が成 り 立つ レベ ル にお い て は市 場価 格 を

使う 根 拠 とな り，（ｂ）が該 当 する レベ ル ではな ん ら

か の積 上 げ算 定 が必 要 なこ と を意 味 する。た だ し，

も しこ の該 当 レ ベル で競 争 性 が十 分 であ り，かつ，

そ の情 報 を使 え るな ら ば， 下位 レベ ルの 市場 価 格

か らの 積上 げ手 続き は必 ずし も必 要 では ない。

内訳 不 要の 前 提条 件 と して， や や 特殊 な感 じも

す る が
，

前 記 の ④ ま で に 加 え て，

⑤ 十分な信頼関係があれば， 内訳透明性は必要

な い 。

と いう 面 もあ る よう で ある。 す な わち， 競 争性 も

なく， 市場 価 格 も成 立 して い なく て も， 十分 な 信

頼関係にあれば必ずしも内訳書や内訳書透明性を

要 求 し な い こ と が あ る。
し か し

，
こ れ は 発 注 者 と

受 注者 の 直接 関係 者 だ け での信 頼 関係 では か えっ

て 間題 を 生 じる こと に なる 性 質の も の であっ て，

出資 者 を含 めた 社 会 的な 信頼 に かか わっ て いる も

の で あ ろ う
。

１ ・・原価開示不可能論
こ れ は前 に 述べた よう に 「取 引一 般 に おい て真

の原 価 は示 せ ない も の である」 と いう 言 明 である

が， こ の 言 明 自 体 ア ン ビ ギ ュ イ テ ィ （多 義 性， あ

い ま い さ） を 含 ん で い る。 す な わ ち，
た と え ば 次

の ど の 意 味 で い っ て い る の か
，

で あ る。

「真の 原 価と は 事後 原価 である か ら，事 前に

は示 せ ない」

「個 別 製 晶 の 原 価 は 容易 に 把 握 で き る も の

で はな い から， 示 した く て も示 せ ない」

「原 価 は 企 業 の 機 密 で あ って， 事 前 予 測 原

価， 事 後原 価 にか かわ ら ず 取引 相手 に 原価 情

報 を示 すこ と は でき ない」

この ① は，「事後 な ら示 せる」とい う 含意 が あり，

② は 「把握 で きる な ら示 して も よ いが 原価 技 術 的

に 困難 であ る」 と いう 意 味 であ る のに 対 し， ③ は

「個 別 の原 価 を開 示 する こ とは 取引 上 の 不利 益や

誤解 を もた ら すお そ れ がある の で， 一 般 に開 示 で

き ない。 しか し， 企 業の 決 算期 ごとの 原 価計 算報

告書 の よう な 形 では 開示 して い る」 と いう 意 味 で

あ る。 も っ と も， き わ め て 特 殊 な 事 情 で は， あ え

てある程度までの個別製晶原価情報を開示する場

合 もなく はな い。 ま た，「開 示 した 原価 を 相手 方 が

十分 に 理解 してく れ るの な ら ば， 開示 し ても よ い

の だが」 と いう 考 え も ある だろ う。 こ れ を裏 返 し

た のが， 民 間 の一 部 の工 事 にお い て間 接 費部 分 を

極力 少 なく 表 現す る 慣行 で あり， この あた り は一

種 の文 化の 間 題 でも ある。

さ き ほ ど， 信頼 関 係 が十 分な 場 合に は 内訳 透 明
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性 を 求 め な い こ と が あ る， と い う こ と に 触 れ た。

こ こ でい う信 頼 関係 と は， 自 分 の側 に 不利 に なる

よう な こ と は しな いだ ろう と いう 信 念 の形 成 であ

る。 こ の 方 向 を， さ ら に 一 歩 進 め れ ば
， 十 分 な 信

頼関係にあるとき受注者 （売手） は発注者 （買手）

に 原 価 を 開 示 し て も よ い
，

と い う こ と に な る。

そう する と， 十 分 な信 頼 関係 に ある 間 で は， 原

価開 示 も でき る し， 逆 に， 内 訳不 問も な りた つ と

い う こ と に な る の だ ろ う か。

さ て 建 築の 場 合 は どう か。 現在 のわ が国 で はほ

と ん ど例 が無 い け れ ども， 実 費精 算 （コ ス ト プラ

ス フィ ー） 契約 の 場合 はコ ス トの部 分 につ い ては

発注者やその代理人側に対しては開示する方式で

ある。 総価契約の下で設計変更処理が実費精算的

に なさ れる 場 合 も， そ の部 分 につ い ては 原価 資 料

が 提出 さ れる こ と があ ろう。 アメ リカ では この 形

が 多い の で はな い か。

しか し， 契約 本 体 が総 価請 負 （ラ ンプサ ム） の

場 合 は どう か。 純 原 理的 に は原 価晴報 は 不要 なの

だ ろう。 とく に， 受 注者 を 選定 す る場 面 や 契約 を

締 結す る 上 では， 総 価 だ けが 間題 で 内訳 書 も原 価

も 問わ な い。 こ のよ う に 本来 の 総価 契約 では 原価

情 報 開示 は 不必 要 であ る。

しか し， 現 実に は純 粋 の総 価 契 約 は少 なく て，

実費 精 算や 単 価請 負 の 要素 を含 ん でい る。 そ の 理

由 と し て
，

よ く 挙 げ ら れ る も の と し て， 次 の よ う

な も の が あ る。

① 設計変更の際の代金変更の基礎

② 入札の評価

③ 値入 州青報の入手

④ 提示価格や予定価格の根拠

こ の 議論 を つ づ けるに は， 用 語 が あい まい す ぎ

る。 内 訳 が必 要 だと か 不要 だ とい っ ても， どの レ

ベ ルの 内 訳 を指 すの か， また， 必要 と言 う の は，

提 出 だ けか， 契 約 の］ 部 にな る のか， 何 に便う の

か な どが， あ い まい な まま だ と議 諭 が しにく い。

そ こ で
，

や や う る さ い 話 に は な る が， こ の あ た り

に 関係 す る概 念 をせ ん さく してお こう。

１ ・一１１１１１１１１１１１１１１１

以 上 みて きた 内 訳不 要 論や そ の前 提 条件 な どの

議論 は， 実 は す べて 受注 者 側内 訳 書 をめ ぐる 話 で

あっ た。 内訳 書 の要 ・不 要 やそ の 内訳 の性 質 に 関

する 議 論 を発 注 者側 の内 訳 書ま で拡大 す ると き，

問 題 の様 相 は大 きく 変 貌す る。 つ ま り， 要・ 不 要

の 意 味や そ の理 由 が大 きく 変 るの で ある。 双方 の

内訳 書 は な ん ら か の 相 互 関 係 に あ る と 思 わ れ る

が
，

ど ん な 関 係 に あ る の か
，

う ま く 説 明 で き な い。

１つ の建 物 の 工事 費 は， 総額 か ら種 目， 科 目，

細 目な どと 呼 ばれる「内 訳 の階 層（レ ベル）」をも っ

て い る
。

さ ら に
，

大 科 目
，

中 科 目 と か 細 細 目 な ど

の レ ベル を 設 ける部 分 もあ る。 こ う した 体系 を コ

ス ト 分 解 構 造 （Ｃｏｓｔ Ｂｒｅａｋｄｏｗ衛 Ｓｔｍｃｔｕｒｅ） と 呼

ぶ こと が ある。 コ ス ト分 解 構造 は， 細 目 から 科 目

を 経 て 総 額 に い た る 積 上 げ 構 造 （Ｂｕ胴 Ｕｐ

Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ） と 照 応 し て い る。

つ まり 分 解と 合 成と いう 相 互 に逆 の 方向 の照 応

関係 が存 在 し， こ の 関係 を使 っ て， 必 要な とき に

は両 方 向の 相 互照 合 が行 わ れる。 プロ ジェ ク トの

最初 期 の 段階 や設 計 段 階で は， 予 算総 額 から の分

解や構成部分への配分という 分解・配分の方向が

基 本 にな る。 しか し， 作成 さ れた 設 計図 書 をも と

に見 積り 業 務 を行う 段 階 では， 逆に， 細 目 か ら科

目， 種 目， 総額 に向 かう 積 上 げ作 業 が基 本 とな る。

こ う した 分 解と 合 成の さま ざ ま な レベ ルに おい

て，
「単 価」と い う コ ス ト 情 報 が 使 わ れ る。 グ ロ ス

の床 面 積当 た り単 価， ブロ ック 別 平米 単 価， 部 分

別の床平米単価， 部位別の面平米単価な どの合成

単 価， 機 能 ユニ ッ ト単 位 の単 価， な どは企 画や 設
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計 段 階 で 重 要 で あ り， ま た， 最 終 見 積 り 結 果 の

チ ェ ッ ク と し て も 重 要 な 役 割 を も っ て い る
。

と く

に 発注 者の 意 思決 定や 設 計 者の コ ス トニコン トロー

ル にお いて は， こ う した 床 面積 単 価や 部位 別 合成

単価 の 役割 が 大き い。

この 連載 で 考察 して いる の は， 主 と して 工種別

細目レベルの単価 （以下細目単価と呼ぶ） の方で

あ る。 な ぜ， 細 目単 価 が必 要 で， 問題 にさ れる の

か ？ 一 とく に， な ぜ 発注 者側 に お いて も 工種 別

の細 目 単価 が 必 要 で重 要な の か？

細 目 単価 と いう コ ス ト情 報 が必 要 とな る の は，

細 目 レベ ルの 見 積書，内 訳 書 をつく る か ら である。

総額だけを問題にする場合や科目内訳書までしか

必 要 と しない 場 合 は， 細 目内 訳書 は 必 ずし も必 要

な い し
，

し た が っ て， 細 目 単 価 情 報 も 必 要 な い。

便 宜上 簡単 に 次 のよ う に分 け てお く こと に する。

どの レベ ル の 内訳 が必 要 か

① 総額レベルのみ必要

② 種目内訳書まで必要

③ 科目内訳書まで必要

④ 細目内訳書まで必要

いう ま でも な いこ と で はあ るが， 総額 レ ベ ルは

請負金額 が積 算価 額と消 費税にわ けて表 示され

る。 種 目 内訳 書 にっ い て はさき ほ ど述 べた。 科目

内 訳 書は 直接 仮 設， 型 枠， 鉄 筋な どの工 種 に分 れ

る レ ベル で ある が， こ こ でも 数量 は 一式 の み であ

り， した がっ て， 単 価 は ない。 ④ の 細 目内 訳書 で

は じ めて 数量 と 単価 が 表 れる。

た だ し， 総額 につ い て も平 米単 価 な どの 形 で一

種 の 単価 が求 め ら れ， 種 目や 科 目に つ いて も 同様

であ る が， こう した 割 り 算の 結果 と して の 床 面積

当 り 単価 を こ の レベル の 内訳 書 に書 き 添 える 場合

も あ る。 しか し， こう した意 味 の単 価 は総 額 や一

式金 額 を床 面積 で 割り 算 した 単 価 であ って， 細 目

単 価 のよ う に積 上 げる た めに 掛 け算 す る単 価 と は

次 元 が 異 な る。

こ う して， ① か ら ④の どこ ま で が契 約書 の 一部

と な る か
，

ど こ ま で が 提 出・承 認 と な る か
，

な ど
，

この 後 で述 べる 「必 要 である」 の 内容 の 区別 と組

合 わ せ て， さ ま ざ ま な 方 式 を 区 別 で き る。
た と え

ば① また は② ま でが 契約 の 一部 と なり， ③④ は提

出 だ け，
ま た は

，
提 出 も 不 必 要 と い う の が

，
現 行

公共工事標準請負契約約款のＢ型であり， 実施約

款 の形 と して もも っ とも 多 いよ う であ る。

英国 のＪ Ｃ Ｔ８０約 款の うち ラ ンプサ ム 系 では，

①②だけの方式と④まで契約の一部をなす数量書

付き 契 約 とが ある。 この 前 者 は総 額の み で内 訳 不

問 の方 式 という 意 味 で の元 来 のラ ン プサ ム契 約 の

形 で あ る が
，

後 者 の 形 が ラ ン プ サ ム や フ ィ ッ ク ス

ドプライ ス と 言 える の か どう かに つい て は， 議 論

が ある よう だ。 英国 の 政府 建 設工 事約 款 にも こ の

両 者が あ るが， どち ら もラ ン プサム と い う約 款名

称 が 付 い て い る （文一２）
。

③の「科 目 内訳 書 ま で」と いう の はや や 奇異 に 思

わ れ る か も 知 れ な い。 ス ケ ジ ュ ー ル ・ オ ブ ・ ア ク

ティ ビティ と いう 内 訳 方式 が 英国 の不 動 産協 会 の

ＢＰＦ 約 款 に あ っ た が （文 一３）， １９９４年 の レ イ サ ム

報 告 が 言 及 して いる 新 し いＮＥＣ約 款 で は そ の ６

つ の主 な 契約 方 式の うち ２ つ にこ れ が使 わ れて い

る （文一４）。 こ れ はわ が国 で 言う 科 目内 訳 書の レ

ベ ル に相 当す る。 こ の レベ ル の工 程 表を 兼 ねた 書

式 も ある よう だ。 た だ し， 科 目 内訳 書が 契 約の 一

部 と なる。 した がっ て， 科目 別総 価 契約 と でも い

う よう な 契約 の 性質 に なる。 ラ ン プサム 系 で は細

目 数 蚤 書 （ＢＱ） 方 式 に 代 っ て ス ケ ジ ュ ー ル・オ ブ・

ア クテ ィ ビテ ィ がラ ン プサ ム 契約 の 本筋 だ とす る

解説 も見 ら れる。 そう した 解説 で は， ＢＱ付 き契 約

は多 分に 単 価契 約 の性 質 が強 い， と 考 えて いる よ
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う で あ る
。

科 目や 細 目 にも 種々 あ って， 工種 別 と部 分 ・部

位 別 に大 別さ れる こと は周 知 の 通り で ある。

つ ぎ に，
「必 要 と す る ・し な い」 と い う の も い く

つ か の 段 階 が あ る。 す な わ ち
，

各 レベ ル 内訳 書 にっ い て

①

②

③

④

⑤

内 部 でも 作成 しな い

作 成す る が 提示 や 公開 は しな い

作 成 して 提 出す る

提 出 して 承 認を 受 ける

それが設計変更や中間支払いの基礎にな

⑥ そ れ が 契約 の一 部 に なる

な どの やり かた ま た は方 式 があ り， お よ そこ の 順

に内訳書や単倣晴報の必要性と拘東性が大きくな

る。 先 述 し た ス ケ ジ ュ ー ル・オ ブ・ア ク テ ィ ビ テ ィ

内訳方式では工種科目の金額が中間払いの基礎と

な る よ う で あ る
。

また， 「作 成さ れ る・さ れな い」 と か 「必 要と す

る ・ しな い」 と いう 区別 は， 発 注者 側 での 内 訳書

作 成 と入 札 者・ 受 注考 側 で の内 訳書 作 成 の両 方 に

つ い て 考 えら れる の で， こ の組 合せ が い ろい ろ あ

る。 す な わ ち，
少 な く と も 次 の よ う な 方 式 が 考 え

ら れ る
。

①

②

③

④

発注 考， 受 注 者と も 作成 しない

受注者のみ作成する

発注者のみ作成する

発 注者， 受 注 者 の双 方 が作 成 する

民 問 工事 で は， ② 受注 者 の みが 内訳 書 を作 成 す

る，発注 者 側 は作 成 しな い こと も 少く な いだ ろう。

わ が国 の 公共 工事 で は ④の 双 方と も 作成 する， に

該 当す る。 この 際， 細 目内 訳 書 レベ ルま で 発注 考

側 で も作 成 して いる 点 がわ が 国 の公 共工 事 発注 契

約 制 度の 基 本的 な特 徴 で ある。 こ れは非 常 に大 き

な特 徴 であ り， こ れ が何 故か， という こ と が重 要

な基 本 的問 題 である。 会 計法 と 予算 決 算令 に 基づ

く 予 定 価 格 制 と 関 連 して い る こ と は い え る だ ろ

う。 予定 価 格 設定 のた め に は発 注者 側 で根 拠 づく

りの 作 業が 必 要 であ る。 しか し， そ れ が 何に 基 づ

く， どのよ う な手 続 き 又は 作業 でな けれ ばな ら な

い か は， か な ら ず し も 限 定 的 に 規 定 さ れ て い な い。

細 目べ 一ス の 積 算 でな けれ ばな ら ない， と いう こ

と で はな い。 実 例価 格 とい う言 葉 が， どの レベ ル

の 実例 を 指す か， も 今 後十 分 に検 討 さ れる べき で

あ る。 しか し， 先に 内 訳書 不 要 説の 前提 条 件 で挙

げ た 要 件， お よ び
，

内 訳 逸 狙 性 の 条 件
，

さ ら に は
，

信 頼 関係 に も 関係 して い る と想 像さ れる。 こう し

た 点も別 に 議論 が 必要 だ ろう。

ここ で は， 発注 者側 で細 目内 訳 書の 作成 を 必要

と する わ が国 公 共工 事 の現 行制 度 の枠 内 に し ぼっ

て 考 察 す る
。

こ の と き
，

そ の 内 訳 書 式 に つ い て，

つ ぎ の２ つの あ り かた が考 え られ る。

① 発注者側と受注者側が同じ内訳様式で作成

す る

② 別々 の内訳様式で作成する

わ が 国 の公 共 工事 で は， 数量 積 算 基準や 標 準 内

訳 書 式 に よ っ て， 共 通 の 様 式 と な っ て い る。 た だ

し， 受注 者内 部 で各 段 階の 予 算設 定 やコ ス ト管 理

等 に 用い る様 式 は， そ れ らの 目 的に 応 じて相 当 に

異 な る書 式 に変 換さ れ る よう で ある。

次 に， 単イ酬 青 報 に つ い て は ど う か ？ こ れ は， ．
上

記の ① 共通 書式 を前提 と して， 次の ２ つに 分 けて

お く 。
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① 発注者側と受注者側が同じ意味の単価を値

入れ する

② それぞれ独自の意味の単価を値入れする

こ こ で， 「単 価 の意 味」 あ る い は 「単価 の性 質」

と い う の は， た び た び 出 て き て わ ず ら わ し い と こ

ろ で あ る が
，

ご く お お ざ っ ぱ に い え ば

Ａ一王： 受 注者 に とっ て の仕 入 れ原 価 単価（コス ト

単 価） か，

Ａ－２： 受 注 者 が発 注 者 に 対 し て 提 示 す る 売 値 単

価 （プライ ス 単価） か，

Ａ－３ ： こ の中 間 的性 質 の単 価（ハ ー フ プライ ス 単

価） か
，

の ど れ な の か
，

と い う よ う な こ と で あ り
，

こ の 連

載の ［４コ 内訳 書 に値 入 れ する 単価 の 性質， で 議

論 し た と こ ろ で あ る
。

実 際 に は
，

こ ん な に 単 純 に

割 り 切 れ な い
一
と こ ろ が あ り， た と え ば

，
Ａ－３ の 中

間 的 と いっ ても い ろい ろ なタイ プに 分 れ， そ れ ぞ

れ意 味 合い も違 っ てく る だ ろう。 そ う した 踏 込 ん

だ議 論 こそ 必要 な の だが， この 連載 で はま だ 議論

し て い な い。

次 に， こう した 単価 を ど んな 方法 手 段に よっ て

求 める のか， そ の 基礎 と なる 情 報源 を どこ に求 め

る の か， と いう 問 題 が重 要 である。

単 価 を見積 る 方 法手 段 につ い て は，

① 見積り徴収

② 刊行物単価の利用

③ 内部 蓄積 デ ータ ベ ース の利 用

④ 下位原価婁素の市場単価からの積上 げ （標

準歩掛り方式）

⑤ 独自調査

な ど が あ る し，
こ れ ら の 組 合 せ が あ る。

ｒ単価の意味」と「単価を求める方法手段や情報

源」 と は密 接な 関係 に ある が， しか し， ま ず は 区

別 し な け れ ば な ら な い。 こ の ど れ， あ る い は，
ど

んな 組 合わ せ を手 段と し て採 用 する に せよ， そ れ

に よ っ て， ど ん な 意 味 の 単 価， あ る い は， ど ん な

性 質 の単 価 を求 め よう と する の か， は別 間 題 であ

る 部 分 があ る。 た と え ば，「標 準 歩 掛り と要 素 の市

場価格情報に基づく積上 げ計算による複合単価算

出」 と いう 手順 を 踏 む場 合に も， この 算出 に よっ

て 求 め よ う と し て い る の は， 前 記 の Ａ－！， Ａ－２， Ａ

－３の どれで ある の か，と いう 間題 が 残る の で ある。

あ る い は
，

こ の ど れ で も な く て
，

こ れ ら を 超 え た

理論 的 な適 正単 価 を求 め てい る の かも し れな い。

そ う だ と し て も， そ れ は，
Ａ－１，

Ａ－２，
Ａ－３ の ど れ

に 近 いの か， ある い は， 近 けれ ば理 論 が妥 当 だと

い う こ と に な る の か， と い う 検 定 の 考 え が 残 る。

刊 行 物 単 価 を使 う 場 合 は こ ん な 間 題 は 生 じ な

い， と い え る の だ ろ う か ？ い や， や は り， こ

れと 同 じこ と が間題 と なる。 この 刊 行物 の 施 工単

価 は， 受 注 者の 仕入 れ 値 （コス ト単 価） の 相場 を

表 し てい る の か， 入 札 者 が値 入 れす る相 場 を 表 し

て い る の か
，

な ど の 間 題 が あ る。

１ ・・まとめ
今 後の 積算 単 価 のあ り かた を考 え るた め に， 内

訳書は元来不要だとする論や取引相手に原価を開

示 する の は無 理 が ある とす る 論 を検 討 した。

（１） こ れ ら の 説 が 成 立 す る 前 提 条 件 を 吟 味 す る

と， どの レベ ル の内 訳 書を 何の た めに 必 要 とす

る のか， そ れら を発 注者， 受注 者 どち ら が作 成

する の か， 等 の 組合 わせ に よっ て さま ざ ま な方

向 があ り得 る。 これ ら を 区別 しな が ら議 論 を決

める 必 要 があ る。

（２） 受注 者側 の 内訳 書 につ い て は， 競争 性， 市 場

価 格成 立， 信 頼 関係 の いず れか ひ とつ が 健全 な

形 で満 足さ れれ ば内 訳透 明 性 は不 要 であ る， と

５８ 建 築 コ ス ト 研 究 １９９７ Ｓ Ｐ韓１Ｎ〔∋



い う こと が 一応 は 言 える。 しか し， こ れ が総 価

レベ ル， 施 工単 価 レベ ル， 材 料 単価 レ ベル 等 の

どこ で成 り 立っ て いる の かが 重 要 であ り， 分 か

れ 目 に な る
。

さ ら に， 要 ・ 不 要 に も い く つ か の

異 なる 意 味 （提 出 不要， 承認 不 要， 等 か ら契約

上 必 要ま で） が あ り， 区別 して 言わ な け れ ば議

論 に な ら な い。

（３） 一 方， 発 注者 側 の内 訳書 に っ いて は， 内 訳書

な し， あ る いは プ ラス マイ ナ ス 数％ 程度 の 正確

さ の概 算 的 内訳 書 です む とす る 考え 方 が民 間 で

は 普通 で ある。 しか し， わ が 国の 公共 工 事 では，

発注者側が細目レベルの内訳書を作成する点が

大 き な 特 徴 に な っ て い る。 こ れ は
，

１ つ に は 会

計法の予定価格制度の上限絶対性から来る発注

者 側積 算 に対 す る 正確 さ の要 求 から 来 てい る と

考 え られ る。 ま た， 設 計 変更 等 への 対 応処 理 を

発注者側内訳書の単価を参考に使うことも理由

に な っ て い る こ と が 考 え ら れ る
。

（４） 細 目内 訳 書の 要 ・不 要 およ び原価 情 報 （原価

性 の 単価 情 報） の 要・ 不 要の 両 説の 検 討 から い

く つ かの 異 なっ た 方 向の 概念 が 生ま れ る。 た と

え ば
，

ａ． ［細 目 内訳 書不 要コＸ 〔原 側腎報 不 要］

こ総価契約の元来の方向

ｂ． ［暫定内訳書必要コｘ ［価格性単価値入れ］

工単価契約の方向

Ｃ． 〔細 目 内訳 書 必要コ× ［原価 性 単価 値 入 れコ

＝仕入れ市場単価を値入れする 方向

ｄ． 日細目内訳書必要コ× ［理論的単価値入れコ

ニ要素の市場単価から積上 げた単価値

入れ

ｅ
．

［当 プ ロ ジ ェ ク ト に お け る 実 際 原 価 開 示コ

稟 直営 また は実 費精 算 契約 の 方 向

（５） 契約本体に関する部分と設計変更等の処理に

関 す る 部 分 の ２ 段 構 造 に な っ て い る 場 合 が あ

る。 とく に， 契 約 本体 が 総価 （ラ ンプサ ム） 契

約 の 考 えで細 目 内 訳書 な しの 方式 で ある 場 合に

は， 変更 処理 の ル ール が 間題 にな り， た と え ば

次 の よう な 方向 が 考え ら れる し， 見 ら れる。

① 契約本体は総価契約の考えで， 変更処理は

実 費精 算の 考 え による。

② 契約 本体 は 総価 契約 の 考 え で， 変更 処理 は

単 価契 約の 考 え による。

③ 契約本体は総価契約の考えで， 変更処理 は

発 注者 内訳 書 と実 費精 算 の 考え に よる。

④ 受 注 者 ま た は 発 注 者 の 単 価 表 に よ る （文

一 ２）
。

（６） わ が国 の 公共 工事 一 般の 積 算単 価 につ いて，

現 実 的な 方向 を 考察 する には， 総 価 契約 的 考 え

方 を 基本 に しな が らも， 異 種 の方 向 を示 唆す る

人々 の言 説 を検 討す る こ とが 必要 だ と考 え ら れ

る。 そ れ は
，

（４）の ａ
．

～ ｅ
．

な ど の そ れ ぞ れ の

方 向 の成 立 条件 を検 討 する こ と でも ある し， そ

れら と総 価 主義 と の両 立 性あ るい は 折衷 方 向 を

検 討 する こ と でも ある。
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